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厚生労働省発食安第11i3001号  

平成2 0年1ユ月13 日  

薬事・食品衛生審議会   

会長 望月 正隆 殿  

厚生労働大臣 舛添 要  

諮 問 書   

食品衛生法（昭和22年法律第233号）第10粂及び第11条第1項の規定に基  

づき、下記の事項について、貴会の意見を求めます。  

記  

1．ソルビン酸カルシウムの添加物としての指定の可否について  

2，ソルビン酸カルシウムの添加物としての使用基準及び成分規格の設定について   
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平成20年12月16日  

薬事・食品衛生審議会  

食品衛生分科会   

分科会長 吉倉 庫 殿  

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会  

添加物部会長 長尾 美奈子  

食品添加物の指定等に関する薬事・食品衛生審議会  

食品衛生分科会添加物部会報告について   

平成20年11月13日付け厚生労働省発食安第1113001号をもって厚生労働大  

臣から諮問された、下記の事項について、当部会において審議を行った結果を  

別添のとおり取りまとめたので、これを報告する。  

記  

1．ソルビン酸カルシウムの添加物としての指定の可否について  

2．ソルビン酸カルシウムの添加物としての使用基準及び成分規格の設定に  

ついて  
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（別添）  

ソルビン酸カルシウムの食品添加物の指定に関する部会報告書  

1．品目名：ソルビン酸カルシウム  

CalciumSorbate  

〔CAS番号：7492－55－9〕  

2．構造式、分子式及び分子量  

構造式：  

ト3。／“／COO‾］2Ca2・  
分子式及び分子量：  

C12H14CaO4 262．32  

3、用途   

保存料  

4．概要及び諸外国での使用状況   

ソルビン酸カルシウムは、食品の保存料として広く欧米詩国などにおいて使用されて  

いる食品添加物である。   

米国においては、ソルビン酸、同カリウム塩、同カルシウム塩及び同ナトリウム塩は  

GRAS物質（一般に安全とみなされる物質）として安全性評価がなされており、適正製  

造規範（GMP）による管理のもと、一般の食品に必要量用いることができる。   

また、欧州連合（EU）では、ソルビン酸、同カリウム塩及び同カルシウム塩は、保存  

料として欧州食品化学委員会（SFC）で評価され、グループ化合物として一日許容摂取  

量（ADl）が25mg／kg体重／日（ソルビン酸換算）と設定されており、使用対象食品及  

び使用最高濃度が設定された上で使用が認められている。   

FAO／WHO合同食品添加物専門会議（JECFÅ）は、第6回会議（1961年）、第9回会議（柑65  

年）及び第17回会議（1973年）において、ソルビン酸、同カリウム塩及び同カルシウ  

ム塩について安全性評価を行い、グループÅDtを0－25mg／kg体重／日（ソルビン酸換  

算）に設定している。また、第29回会議（1985年）で、ソルビン酸ナトリウムの市販  

製品の情矧ま得られていないが、食品の製造過程でソルビン酸溶液を使用する際にアル  

カリとの中和によりナトリウム塩が生成することが知られていることから、ソルビン酸  

ナトリウムについて評価を行い、新たな毒性の懸念はないとしてグループAD】をナトリ  

ウム塩に拡大している。   

わが国においては、ソルビン酸及びソルビン酸カリウムが既に食品添加物として指定  

されており、保存料として広く加工食品に使用されている。  
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5．食品添加物としての有効性   

ソルビン酸とその塩類は、広範な抗菌スペクトラムを有しており、カピ、酵母及び   

細菌に対し、静菌的に働く。また、安全性が嵩いことから、カルシウム塩を含めて各   

国において広範な食品に保存料として使用が認められている。   

ソルビン酸は、昇華性を有しているため消失しやすいが、ソルビン酸カルシウムは   

昇華性が小さく、また、水溶性及び脂溶性が低いため溶出しにくいことから、製剤と   

してフイルム包材やコーティング剤に用いることで、チーズ及びマーガリンの保存料   

として有用であることが確かめられている。1・2・3・4  

6．食品安全委員会における評議結果   

食品安全基本法（平成15年法律第48号）第24条第1項第1号の規定に基づき、平   

成19年3月19日付け厚生労働省発食安第0319025号により食品安全委員会あて意見   

を求めたソルビン酸カルシウムに係わる食品健康影響評価については、平成20年5   

月26日、6月17日及び8月29日に開催された添加物専門調査会の議論を踏まえ、以   

下の評価結果が平成20年＝月20日付けで通知されている。   

本物質そのものの体内動態に関する試験はないが、ソルビン酸カルシウムは、他の  

ソルビン酸塩類と同様にソルビン酸としてとりこまれ、十分な炭水化物の存在下では  

最終的には水と二酸化炭素になると予測された。   

よって、ソルビン酸カルシウムについて、毒性試験成績等はなかったが、ソルビン  

酸及びその他の塩類の試験成績を用いてグループとして総合的に評価することは可  

能と判断した。   

ソルビン酸及びその塩類の安全性試験成績（別紙）を評価した結束、発がん性は認  

められなかった。反復投与毒性について、5．0％までめ投与量の範囲内では、安全性  

に懸念を生じさせる特段の毒性影響は認められないと考えられた。遺伝毒性について  

は、一部血血染色体異常試験、SCE試験において陽性の報告があるものの、そ  

の他五＝示何での染色体異常試験、SCE試験を含め、ほとんどの試験において陰性の  

結果であった。よって、ソルビン酸カルシウムには生体にとって特段問題となるよう  

な遺伝毒性はないものと考えられた。  

1Harris，N．E．，andD．Rosenfield．1965．ProtectionofCheesewithCalciu皿Sofbate・Treated  
Wrappers．FoodTbcb皿0logy19：656－658  

2FarbwerkeHoechstAG．1967．PresavativeforCheese．ChemicalAbstracts67：203鍵2272x）  

3Lueck，E．U邑eOfaCalciumSorbateSuspen8ionintheImmersionPreservationofFoodSu血ces・  
ChemicalAbstracts85：532伊19418u）  

4Lueck，E．，Remmer；KH．，andM．Bartenchlager．1977．Calci11mSorbateforProtectingCheese  
AganStMold．ChemicalAbstracts87：474（＃182774g）   



JECFAが評価の根拠としている試験のうち、ソルビン酸を用いたラットニ世代生  

殖発生毒性試験（第1世代・一生涯、第2世代・250日間投与）については、肝臓・  

腎臓・心臓・精巣に異常所見を認めなかったが、本調査会としては試験結果が非公表  

であり、その詳細を確認できないことから、NOAELの正確な評価ができないと判断  

した。   

一方、ラットニ世代生殖発生毒性試験（第1世代・1，000日間、第2世代・252日  

間投与）について、第1世代では対照群とソルビン酸投与群間で成長・一般状態・生  

存期間・繁殖性に差がなく、また、第2世代でも被験物質投与に起因した組織学的変  

化は認められなかったことから、本物質のNOAELは5．0％（2，500mg此g体重／日）  

と評価した。本試験結果は各試験で得られたNOAELの最小値であった。   

以上より、ソルビン酸のNOAELの最小値は5．0％（2，500mg仮g体重／日）と考え  

られる。   

上記を踏まえ、ソルビン酸カルシウム、並びに既に我が国で使用が認められている  

ソルビン酸及びソルビン酸カリウムのグループとしてADIは、ソルビン酸として25  

mg／kg体重／日と評価した。  

グループADI  25mg／kg休重／日（ソルビン酸として）  

（ADI設定根拠資料）  生殖発生毒性試験（ソルビン酸）   

（動物種）  ラット   

（投与方法）  混餌投与   

（安全係数）  100   

なお、ソルビン酸類に由来する副生成物、ソルビン酸類と他の食品添加物等との相  

互作用に関連して、発がん性、生殖発生毒性及び遺伝毒性に関する試験成績が報告さ  

れている。ソルビン酸と亜硝酸塩の反応生成物は通常の使用状況下とは異なる極めて  

限られた条件下で生成することに留意する必要があるとされており、SCFにおいて  

はソルビン酸類と亜硝酸塩の共存下における遺伝毒性物質の生成に関する試験結果  

の一部が相互矛盾のため信頼できず、また、通常条件下ではヒトの健康に対するハザ  

ードがないとしており、本調査会としては妥当と判断した。  

7．摂取量の推計   

上記の食品安全委員会の評価結果によると次のとおりである。  

（1）わが国における評価   

①マーケットバスケット調査による推計   

「あなたが食べている食品添加物」（平成13年食品添加物研究会編）によると、食  
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晶から摂取されるソルビン酸及び同カリウム塩（ソルビン酸として）の摂取量は、加  

工食品からの摂取が主と考えられ、1997年の調査において19．6mg／人／日であり、年々  

減少する傾向にある。   

また、2003年度調査では、摂取量は13．6mg／人／日であり、ADI（JECEA：25mg戊g  

体重／日）比は1．08％である。なお、その約90％は魚介・肉類及び果実・野菜・海草  

類に使用された添加物からの摂取による。  

②生産量圃査による推計   

平成16年度厚生労働科学研究によると、食品添加物の食品向け生産量を基に算出  

されるソルビン酸及び同カリウム塩の摂取量は、ソルビン酸として約31．1mg／人／日  

と推定されており、ADI（JECFA：25mg戊g体重／日）比は2．5％である。  

（2）米国における評価   

ソルビン酸カルシウムの使用量の報告は確認できないが、1987年のNation山  

AcademyofSciences／NationalResearchCouncilによるGRAS物質（一般に安全と  

みなされる物質；SubstanCeSGeneral1yRecognizedasSafe）等の全米使用量調査に  

おいて、 ソルビン酸と同カリウム塩それぞれについて、1，670千ポンド（758トン）、  

1，660千ポンド（753トン）と報告されているら。   

また、1970年の調査で、ソルビン酸、同ナトリウム塩、同カリウム塩及び同カルシ  

ウム塩の摂取量は25mg／成人、23～26mg肱g体重／6～24ケ月乳幼児との推計がある。  

（3）EUにおける評価   

英国における1984～1986年の食品添加物の摂取量調査において（英国政府農林水  

産省食糧省）、ソルビン酸、同ナトリウム塩、同カリウム塩及び同カルシウム塩の摂  
取量は29．4mg／人／日と報告されている。   

また、欧州連合各国が最近実施した食品添加物の摂取量調査において、ソルビン酸、  

同カリウム塩及び同カルシウム塩について使用対象食品を含む食品群喫食量に許容  

最高濃度を組み合わせて算出した理論最大摂取量がADI（25mg肱g体重／日）を上回  

ることはないので、さらなる詳細な調査は必要がないとされている。   

更に、わが国において平成19年度に実施されたマーケットバスケット調査及び生産量  

調査の結果に基づく推計は次のとおりである。  

（Dマーケットバスケット調査による推計  

平成19年度食品・添加物等規格基準に関する試験検査報告書によると、食品から摂   

取されるソルビン酸及び同カリウム塩の摂取量は、ソルビン酸として6．血g／人／日で  

5人口を241百万人とすると（1986年）、ソルビン酸として約17．2mg／人／日と推定される。  

・i】   



あり、ADl（JECFA：25mg／kg体重／日）比は0．51％である。なお、食品のうち魚介・肉  

類及びいも・豆・種実短からが約86％、更に果実・野菜・海草類を含めると約93％を  

占めており、これらの食品からの摂取が主と考えられる。  

②生産量調査による推計   

平成19年度厚生労働科学研究報告書によると、平成16年度の食品向け生産量実績を  

基に算出されるソルビン酸及び同カリウム塩の摂取量は、ソルビン酸として20．7mg／  

人／日と推定されており、AD‡（JECFA：25mg／kg体重／日）比は1，66％である。   

また、後述する使用基準案と「平成1了年国民健康・栄養調査」に基づき、ソルビン  

酸、同カリウム塩及び同カルシウム塩が添加物として使用された場合のわが国におけ  

る一人当たりの一日推定摂取量を算出すると、ソルビン酸として439mg（8．78mg／kg体  

重／日、対AD！比35．1％）と推定される（参考：ソルビン酸カルシウムの使用予定品  

目及びソルビン酸の推定摂取量）。なお、①この推定は使用基準に含まれる食品に対  

応する食品分類中の全ての食品にソルビン酸が最高使用濃度で使用されるとする過  

大な見積もりであること、②我が国におけるソルビン酸及び同カリウム塩の一人当た  

りの一日平均摂取量は6．4mg（マーケットバスケット調査）及び20．7mg（生産量調査）  

であること、③欧米における調査でソルビン酸及びその塩類の一人あたりの一日平均  

摂取量は25～29．4mgであること、を踏まえるとソルビン酸、同カリウム塩及び同カ  

ルシウム塩がADlを超えて摂取される可能性は低いと考える。  
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臥 新規指定について   

ソルビン酸カルシウムを食品衛生法第10条の規定に基づく添加物として指定する   

ことは差し支えない。ただし、同法案11条第1項の規定に基づき、次のとおり住用   

基準及び成分規格を定めることが適当である。  

（1）・使用基準について  

①「添加物一般」の改正案   

第1欄を以下のように改正（下線部を追記）する。  

添加物一般  

1．（略）  

2．次の表の第1欄に掲げる添加物を含む第2欄に掲げる食品を，第3欄に掲げる食   

品の製造又は加エの過程で使用する場合は，それぞれ第1欄に掲げる添加物を第   

3欄に掲げる食品に使用するものと見なす。  

羞⊥趨   第2欄   第3欄  

ソルビン酸，ソルビン酸  みそ漬の漬物  

カリウム及びソルビン酸  

カルシウム   

②使用基準案   

ソルビン酸カルシウムは，甘酒（3倍以上に希釈して飲用するものに限る。以下この目  

において同じ。）．あん類，うに．果実酒，菓子の製造に用いる果実ペースト（果実をす  

り潰し，又は裏ごししてペースト状としたものをいう。以下この目において同じ。）及び  

果汁（濃縮果汁を含む。以下この目において同じ。），かす漬．こうじ漬．塩漬，しょう  

油温酢漬及びみそ漬の漬物．キャンデッドチェリー（除核したさくらんぽを砂糖濱にし  

たもの又はこれに砂糖の結晶を付けたもの若しくはこれをシロップ漬にしたものをいう。  

以下この目において同じ。）．魚介乾製品，魚肉ねり製品（魚肉すり身を除く。以下この  

日において同じ。），鯨肉製品，ケチャップ，雑酒．ジャム食肉製品，シロップ，スー  

プ（ポタージュスープを除く。以下この目において同じ。），たくあん漬（生大根又は干  

し大根を塩漬にした後．これを調味料．香辛料．色素などを加えたぬか又はふすまで漬け  

たものをいう。ただし．一丁漬たくあん及び早漬たくあんを除く。以下この目において同  

113 
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じ。），たれ，チーズ，つくだ煮，つゆ．煮豆，乳酸菌飲料（殺菌したものを除く。）．ニ  

ョッキ．はっ酵乳（乳酸菌飲料の原料に供するものに限る。以下この目において同じ。），  

フラワーペースト類（小麦粉，でん粉，ナッツ類若しくはその加工品，ココア，チョコレ  

ート，コーヒー，果肉，果汁 いも類，豆類又は野菜類を主要原料とし．これに砂糖，油  

脂．粉乳，卵，小麦粉等を加え，加熱殺菌してペースト状とし，パン又は菓子に充てん又  

は塗布して食用に供するものをいう。以下この目において同じ。），干しすもも，マーガ  

リン並びにみそ以外の食品に使用してはならない。   

ソルビン酸カルシウムの使用量は．ソルビン酸として．チーズにあってはその1kgにつ  

き3．Og（プロピオン酸，プロピオン酸カルシウム又はプロピオン酸ナトリウムを併用す  

る場合は． 

以下，うに．魚肉ねり製品∴鯨肉製品及び食肉製品にあってはその1kgにつき2．Og以下，  

いかくん製品及びたこくん製品にあってはその1kgにつき1．5g以下，あん類，菓子の製  

造に用いる果実ペースト及び果汁，かす漬，こうじ漬，塩漬，しょう油漬及びみそ漬の漬  

物．キャンデッドチェリー．魚介乾製品（いかくん製品及びたこくん製品を除く。）．ジ  

ャム，シロップ，たくあん漬．つくだ煮，煮豆．ニョッキ，フラワーペースト類，マーガ  

リン並びにみそにあってはその1kgにつき1．Og（マーガリンにあっては，安息香酸又は  

安息香酸ナトリウムを併用する場合は．安息香酸としての使用量及びソルビン酸としての  

使用量の合計量が1．Og）以下．ケチャップ，酢漬の漬物，スープ，たれ，つゆ及び干し  

すももにあってはその1kgにつき0．50g以下，甘酒及びはっ酵乳にあってはその1kgにつ  

き0．30g以下．果実酒及び雑酒にあってはその1kgにつき0．20g以下，乳酸菌飲料（殺菌  

したものを除く。以下この目において同じ。）にあってはその1kgにつき0．050g（乳酸  

菌飲料の原料に供するものにあっては．0．30g）以下でなければならない。  

（2）成分規格について   

成分規格を別紙1のとおり設定することが適当である。（設定根拠は別紙2、JECFA  

規格等との対比表は別紙3のとおり。）  
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（参考）  

ソルビン酸カルシウムの使用予定品目及びソルビン酸の推定摂取量  

使用基準（案）の食品名   食品分類1  
摂取土1  ソルビン酸  

F／日）   g／kg）  摂取i（g〉   

チーズ   72：チーズ  2．3  3．0   0．00890   

うに   56：魚介（塩蔵、生干し、乾物）  16．7   0．0334〇   

魚肉ねり製品   
59  魚介（緩り製品）   9．6  0．0192  

80  魚肉ハム、ソーセージ   0．6  0．00120   

鯨肉製品   68  鯨肉   0．1  0．000200   

61  牛肉   15．0  2．0  0．0300  
豚肉   31．6  0．0832  

食肉製品  ハム、ソーセージ類   11．8  0．0236  

鶏肉   19．ヰ  0．0388  

1．5   0．08300   

56：魚介（塩蔵、生干し、乾物）  16．7   1．5   
たこくん製品  

（0．0251）3   

あん頸  18  大豆（全数）■加工品   1，9   D．001別）  

煮豆  23  その他の豆・加工品   1．5  0．00150   

美子の製造に用いる鼻汁ペースト及び真書  ヰ5  鼻汁・鼻汁飲料   13．9  0．0139   

漬け物（かす漬、こうじ漬、塩漬、しょうゆ  5．1  0．005104  
兼、みそ漬）  
たくあん潰   38：たくあん－その他の漉け物  10．4  0．010ヰ●   

キャンデッドチェリー   ヰ3：その他の生臭  41．6  0．0ヰ165   

魚介乾製品  
（いかくん製品及びたこくん製品を除く。）   

58：魚介（塩蔵、生干し、乾物）  16．7  （0．0167）ユ   

ジャム   44  ジャム   1．0  0．00120   
シロップ   17  砂糖・甘味料類   7．0  0．00700   

47  藻類   14．3  0．0143  

つくだ煮  魚介（佃煮）   0．4  0．000400  

69  その他の肉・加工品   0．0  0．000   

ニョッキ   
9：その他の小麦加工品  5．1  0．00510  

14：ジャガイモ・加工品  28．5  0．0285   

フラワーペースト類   
5：菓子パン類  5．1  8．00510  

82  ケーキ・ペストリー類   6．7  0．00870   

マーガリン   77  マーガリン   四  0．00110   
みそ   96：味噌  12．5  0．0125   

ケチャツフ  
スープ  

97：その他の調味料  56．3   
たれ  

0．0282   

つゆ  0．50  

酢漬の漬物   
37  ：葉類凛け物   5．1  く0．00255）■  

38  ：たくあん・その他の乳ナ物   10．4  （0．00520）4   

干しすもも   43：その他の生果  41．¢  （0．0208）5   

甘酒   91：その他の嗜好飲料  77．2   0．0232   

発酵乳   73  ：発酵乳・乳酸菌飲料   
o・30  

21．2  0．006368   

果実酒   
嬢洒   

88：洋酒・その他  25．3  0．20   0．00506  

乳酸菌飲料（殺菌したものを除く。）  丁3  ：発酵乳・乳酸菌飲料  21．2  0．050  く0．00106）＄  
0．439  

対ADl比く書）   35．1％   

1：「食品分類」及び「摂取1」は平成17年国民健康・栄養調査を参照した。  
2：使用1は、ソルビン酸としての換算値である。  
3：「56：魚介（塩栽、生干し、乾物）」については、摂取tが最大となる「うに」の摂取暮を採用し、「いかくん製品」、「たこくん製  
品」及び「魚介乾製品（いかくん製品及びたこくん製品を除く。）」の摂取土は積算していない。  

4：r37：葉類漬け物」及びr38：たくあん・その他の漬Iナ物」については、摂取tが最大となる「兼け物（かす濱、こうじ漬、塩  
兼、しようゆ潰、みそ兼）」及び「たくあん漬」の摂取tを採用し、「酢兼の漬物」の摂取1は積算していない。  

5：「43：その他の生果」については、摂取1が最大となる「キャンデッドチェリー」の摂取tを採用し、r干しすもも」の摂取土は  
積算していない。  

6：「73：発酵乳・乳酸菌飲料」については、摂取量が最大となる「発酵乳」の摂取土を採用し、「乳酸菌飲料（殺菌したものを  
除く。）」の摂取土は積算していない。  
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（別紙1）  

ソルビン酸カルシウム   

Calcium Sorbate  

H3C／／輸／COOl2Ca2・  
C12H14CaO4  分子量262．32  

Monocalciumbis【（2E4B・hexa－2，4－dienoate】【7492－55－9】  

含  量 本品を乾燥したものは，ソルビン酸カルシウム（C12H14CaO4）98．0～  

102．0％を含む。  

性  状 本品は，白色の微細な結晶性粉末である。  

確認試験（1）本品の水溶液（1→200）2mlに臭素試液2滴を加えて振り混ぜると  

き，液の色は直ちに消える。  

（2）本品の水溶液（1→200）は，カルシウム塩の反応を呈する。  

＜参考＞  

25．定性反応試験法  

定性反応試験法は，確認試験などにおいて用いる試験法である。   

別に規定するもののほか，試料の液の濃度は，約1％として行う。  

カルシウム塩  

（1）カルシウム塩は，炎色反応の試験を行うとき，黄赤色を呈する。  

（2）カルシウム塩の溶液にシュウ酸アンモニウム溶液（1→30）を加え   

るとき，白色の沈殿を生じる。沈殿を分離し，これに酢酸（1→20）   

を加えるとき溶けないが，塩酸（1→4）を追加するとき溶ける。  

（3）本品の水溶液（1→200）100mlに塩酸（1→4）15mlを加えて，生じた沈殿を吸   

引ろ過し，水でよく洗い，デシケ一夕ー（減圧）で4時間乾燥するとき，その融   

点は，132～135℃である。  

純度試験（1）フッ化物 Fとして10pg／g以下  

本品1．0晦を正確に量り，ビーカーに入れ，水10mlを加えてしばらくか  

き混ぜる。その後，塩酸（1→20）20mlを徐々に加えて溶かす。この液を加熱  
し，1分間沸騰させた後，ポリエチレン製ピー●カーに移して直ちに水冷する。  

これにエチレンジアミン四酢酸ニナトリウム溶液（1→40）10ml及びクエン酸   

ナトリウム溶液（1→4）15mlを加えて混合する。塩酸（1→10）又は水酸化ナト   

リウム溶液（2→5）でpH5．4～5．6に調整する。この液を100mlのメスフラス  
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コに移し，水を加えて100mlとする。この液約50mlをポリエチレン製ビー   

カーにとり，検液とする。電位を比較電極及びフッ素イオン電極を接続した  

電位差計で測定するとき，検液の電位は，比較液の電位以上である。   

比較液は，次により調製する。   

あらかじめ110℃で2時間乾燥したフッ化ナトリウム2．210gを正確に量り，   

ポリエチレン製ビーカーに入れ，水200mlを加えてかき混ぜながら溶かす。   

この液をメスフラスコに入れ，水を加えて1，000mlとし，ポリエチレン製容   

器に入れ，比較原液とする。使用時に，比較原液5mlを正確に量り，メスフ   

ラスコに入れ，水を加えて1，000mlとする。この液2mlを正確に量り，ポリ   

エチレン製ビーカーに入れ，エチレンジアミン四酢酸ニナトリウム溶液（1→   

40）10ml及びクエン酸ナトリウム溶液（1→4）15mlを加えて混合する。塩酸  

（1→10）又は水酸化ナトリウム溶液（4→10）でpH5．4～5．6に調整する。この液   

を100mlのメスフラスコに移し，水を加えて100mlとする。この液約50ml   

をポリエチレン製ビーカーにとり比較液とする。  

（2）鉛 Pもとして2．Opg／g以下   

本品1．Ogを量り，300mlのケルグールフラスコに入れ，硝酸10ml及び硫   

酸5mlを加えて赤褐色の煙がほとんど発生しなくなるまで加熱する。冷後，   

硝酸2mlを追加して濃厚な白煙が発生するまで加熱する。冷後，塩酸（1→   

2）10mlを加えて，10分間煮沸し，冷後，試料液とする。試料液に，クエン   

酸水素ニアンモニウム溶液（1→2）10mlを加える。チモールブルー試液を指   

示薬として，アンモニア水で弱アルカリ性とする。冷後，内容物を200ml   

の分液漏斗に移し，ケルダールフラスコを水で洗い，洗液を分液漏斗に合わ   

せ，約100mlとする。ピロリジンジチオカルバミン酸アンモニウム溶液（3→  

100）5mlを加えて5分間放置し，酢酸プチル10mlを加えて5分間振とうし   

た後，静置する。その後，酢酸プチル層をとり，検液とする。別に，鉛標準   

原液1mlを正確に量り，水を加えて正確に100mlとする。この液2mlを正   

確に量り，試料液と同様に操作し，比較液とする。検液及び比較液につき， ヽ   

鉛試験法第1法により試験を行う。  

（3）ヒ素 As203として4．Opg／g以下（0．50g，第4法，装置B）  

（4）アルデヒド ホルムアルデヒドとして0．1％以下  

本品の水溶液（3→500）を塩酸（1→12）でpH4に調整し，ろ過して，その5ml   

を正確に量り，検液とする。別に，ホルムアルデヒド液2．5mlを正確に量り，   

水を加えて正確に1000mLとし，この液3mlを正確に量り，水を加えて正確に   

500mlとし，その5mlを正確に量り，比較液とする。検液及び比較液にフクシ   

ン・亜硫酸水素ナトリウム試液2．5mlずつを加え，15～30分間放置するとき，   

検液の呈する色は，比較液の呈する色より濃くない。  
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